
　

Ⅰ 同年齢や先輩後輩、教師と生徒等との好ましい人間関係づくり、責任感、自己肯定感、

連帯感、向上心等を育成するとともに、生徒の心身の健康の増進を図ります

Ⅱ 学習活動と部活動との両立を通して、充実した学校生活の実践を図ります

Ⅲ 計画的かつ効率的な活動の実践を通して、生徒の顧問教師の負担を軽減を図ります

◆ 部活動の教育的意義を鑑み、学校教育活動として位置づけていますので、積極的に

活動に取り組んでください。

※クラブチーム等社会教育機関に所属し、上記基本コンセプトと同一の活動をしている生徒に

ついては、その活動日の部活動を免除することができます。（届出が必要になります。）

◇ １日の活動時間は、平日は２時間程度、休業日は３時間程度とします。

・活動準備、片付け、移動に要した時間につきましては、活動時間に含みません。

・朝練習を実施する場合は活動時間に累積します。

・大会前等など事情により活動時間を超えて実施する場合は、２時間を超えない範囲で

活動し、延長した２時間は、別日の活動日を休養日として振り替えます。

※ 公式の大会における活動時間は、大会要項及び運営によって実施されますので、上

記の活動時間の制限はありませんが、連続した週休日両日とも実施された場合は、別

日の活動日の１日を休養日として振り替えます。

◆ 平日の活動

３月～１０月新人戦終了まで

月…１５：３０～１８：００、火・木・金…１６：１０～１８：００

※新人戦終了後～１１月および２月は１７：３０、１２～１月は１７：１５に終了時

間が変わります。



間が変わります。

◆ 週休日・休日の活動

週休日・休日は各部活動ごとに設定されますが、活動時間は３時間程度となります。

※ 公式の大会（教育委員会及び体育協会が主催する大会）における活動時間は、大

会要項及び運営によって実施されますので、上記の活動時間制限はありませんが、

連続した週休日両日とも実施された場合は、別日の活動日の１日を休養日として振

り替えます。

※ 練習試合やクラブ等が主催する大会（所謂ローカル大会）については、上記の活動

時間の範囲内とし、活動時間（会場への移動時間等は含みません）を超えて実施し

た場合は、超過時間分を別日の活動日に休養日として振り替えます。

◆ 学期中は、週２日以上（平日１日と土日いずれか１日）を休養日とし、部活動はあ

りません。

◆ 長期休業日（春・夏・冬休み）及びゴールデンウィーク等は、学期中の週２日以上の

休養日の設定と同様です。

※ 各部活動の活動状況によって休養日が変更になる場合は他の日に振り替えます。

◆ 学校閉庁日の８月１２～から１６日、年末年始休業１２月29日～１月３日はオフシー

ズンに設定します。

◆ 休養日及びオフシーズンにおいて、大会前等など事情により活動する場合は、２時間

を超えない範囲で活動し、休養日（延長した２時間）は、別日の活動日を休養日として

振り替えます。

◆ 定期考査１週間前の部活動は休養日とします。

注）休養日等を活動する場合や活動日の時間延長については、校長の承認が必要です。

◆ 施設や設備の点検を定期的に実施し、事故の防止に努めます。

◆ 勝利主義の過度な練習にに偏らない効率的で安全な練習メニューを作成し、生徒が自

主的かつ自発的に活動できるようにするとともに、体罰の防止に努めます。

◆ いじめ、トラブルのない生徒同士、先輩後輩の良好関係を構築の部活動経営に努めま

す。

◆ 信用失墜行為の防止のため、携帯電話やメール（ＬＩＮＥ等含）等により、顧問と生



す。

◆ 信用失墜行為の防止のため、携帯電話やメール（ＬＩＮＥ等含）等により、顧問と生

徒が直接連絡し合うことは禁止します。連絡は保護者緊急すぐメールを使用するか、部

活動保護者連絡網等により行います。なお、部員同士のＬＩＮＥグループの扱いについ

ては保護者の管理監督をお願いします。

◆ 金銭事故を防止するため、部活動費用（部費など）の徴収及び執行については、保護

者の承諾を得るとともに、保護者の協力のもと適正な事務を行うとともに、管理職・保

護者による会計監査を実施します。

◆ 熱中症事故防止の徹底について下記の通り実施します。

○ 活動場所の気温が３５℃を超えた場合は、直ちに部活動は中止します。

○ ３５℃を超えない場合においても気温、湿度、ふく射熱を総合的に示した暑さ指数

（WBGT）における熱中症予防運動指針を参考にしながら適切な水分・塩分の補給や

日陰・室内等での休憩時間を設けるなど安全面考慮して活動します。

○ 熱中症の症状の見極め、症状発生時の対応のなどの必要処置を習得を徹底さ

せるなど、迅速に対応できる体制づくりを心掛ける。

※ 熱中症対策として、活動時間、活動場所、活動内容等を変更する場合があります。


